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17 景観 

17-1 景観検討会について 

高架橋及び橋梁については、景観への配慮から、社外の有識者による景観検討会を設置して、

平成 24 年 7 月から平成 25 年 7 月にかけて計 7 回の検討会と計 4 回のワーキングを実施した。

検討会およびワーキングにおいては、構造形式及び形状の検討、並びに環境影響評価における

視点場の選定方法、および予測評価手法について検討を行い準備書第 8 章の景観の予測評価に

反映させた。以下に、概要を示す。 

 

17-1-1 社外委員の構成 

社外委員の構成を表 17-1-1-1 に示す。なお、委員については神奈川県、山梨県、長野県、

及び岐阜県の各地域に精通した有識者を選定している。 

 

表 17-1-1-1 社外委員の構成 

専門 所属機関の属性 

景観デザイン 大学（名誉教授） 

橋梁工学 大学 

コンクリート工学 大学 

景観デザイン 大学 

景観工学 大学 

橋梁工学、景観工学 大学 

景域計画 大学 

 

17-1-2 検討会における検討内容 

(1) 高架橋及び橋梁の設計検討 

 1) 基本方針 

河川部や高速道路を跨ぐ長大橋梁及びその他の高架橋について、景観の創出と地域環境と

の調和の両立を前提として、下記の基本方針を策定した。 

 

 ア．周辺環境との調和を第 1 の主題とし、第 2 の主題として橋梁総体を周辺景観とコントラ

ストを持つ水平線として構成する。 

 イ．安定感を確保するため、水平線と垂直線の均衡を図るとともに、構造物としての一体性

及び異種構造物のデザイン的統合を図る。 

 ウ．近景については、ヒューマンスケールを考慮し、煩雑性及び重量感の軽減を図る。 

 エ．超電導リニアの斬新なイメージを創出する。 
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 2) 一般高架橋の設計検討 

基本方針に基づき、標準高架橋としている桁式高架橋（径間 37.8m）及び新形式高架橋（径

間 12.6m）について、下記の検討を行った。 

 

 ア．桁式高架橋 

山梨リニア実験線にある桁式高架橋を基本にして、基本方針に基づき、以下のとおり改

善案を下記の 4 点の観点から比較検討し、図 17-1-1 の通り構造及び形状を決定した。 

 

  ｱ) 水平線を主題とする観点 

橋脚     ：水平線を強調するため張り出し面を縮小 

   橋側歩道   ：手すりのアルミ化及びアルマイト加工により手すりの水平線を強調 

           （色彩は上部工に合わせて調整） 

   防音防災フード：水平方向のリブ高さをより高くし水平線を強調 

  ｲ) 水平線と垂直線の均衡の観点 

橋脚歩道   ：手すりの縦線と防音防災フードの継ぎ目の縦の線を揃える 

  ｳ) 一体性の確保の観点 

橋脚     ：桁の側面との連続性の確保 

   橋側歩道   ：橋側歩道の床をコンクリート化 

   排水管    ：排水管形状を短形化し、色彩を橋脚のコンクリートに合わせて調整 

  ｴ) 煩雑性の軽減 

橋側歩道   ：橋側歩道の床をコンクリート化 

   排水管    ：主な視点の方向に応じて側面又は橋脚中央部の目立たない箇所に配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-1 桁式高架橋 
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【防音防災フード】 

防音防災フードは、リブ形状の変更による水平線の強調を考え、図 17-1-2 に示すとお

り、リブの高さ・角度・幅を変更したものを比較して検討した。その結果、リブ高さによ

る効果が一番大きいこと、及び経済性・施工性の観点から、リブの高さを＋10cm とするこ

ととした。 

 

図 17-1-2 リブ形状の比較検討 
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【橋脚】 

橋脚は図 17-1-3 に示すとおり、水平線の確保及び一体性の確保の観点から、張出部及

び橋脚の下部から上部への摺り付け形状について検討を行い、桁との連続性や張出部の縮

小を図る観点から、第 2 案を採用した。 

 

 

図 17-1-3 橋脚形状の比較検討 
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【橋側歩道】 

橋側歩道は、水平線の確保、一体性の確保、煩雑性の軽減の観点から、歩道と桁を一体

化させることとし、その際の比較検討として、図 17-1-4 に示すとおり、高欄部をプレキ

ャストコンクリートで構成する案、アルミ製の手すりにより構成する案、その他プレキャ

ストコンクリート高欄の頂部に手すりを配置する案を検討し、アルミ製の手すりにより構

成する案を採用した。また、手すりの縦線と防音防災フードの継ぎ目の縦線を揃えること

で、一体性を確保する構造とした。手すりについては、「国土交通省・景観に配慮した防

護柵の整備ガイドライン」を参考に周辺環境に調和した色に調整する。 

 

図 17-1-4 橋脚歩道の比較検討 
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【排水管】 

排水管は、煩雑性の軽減の観点から、形状および配置を考慮し、形状については、円形

とする案と矩形とする案を比較し、矩形とする案を採用することで一体性を確保する構造

とした。配置については、従来通り橋脚中央部の片側に配置する案、側面に配置する案、

角に配置する案を検討して、図 17-1-5 に示すとおり、主な視点の方向に応じて側面又は

橋脚中央部の目立たない箇所に配置した。 

また、排水管の色彩については、コンクリートの色に合せて調整した。 

 

図 17-1-5 排水管の比較検討 

【桁部】 

   桁部は、図 17-1-6 に示すとおり、防音防災フードと桁との一体性が改善される中路桁

案について検討したが、重量感や圧迫感が却って悪化することから、従来のとおりとした。 

 

 

図 17-1-6 桁形状の比較検討 

 

 

従来案 中路桁案

従来案 中路桁案 
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【防音壁部】 

   防音壁部においては、防音防災フード区間との連続性をできる限り図る観点から、基本

的に防音防災フード区間における検討結果を適用することを計画した。但し、雷害対策と

して架空地線柱が必要となるため、橋脚位置・防音壁の支柱・架空地線柱との関係性につ

いては統一感のとれた形に配慮する。 

   なお、防音防災フードの有る場合と無い場合の比較については、図 17-1-7 に示すとお

り、それぞれについて一般的な検討は行っているが、場所ごとの景観検討にあたっては、

土地利用状況や住居の分布を踏まえ環境対策工を想定して行っており、想定している環境

対策工以外のものでの検討は行っていない。 

 

図 17-1-7 防音壁区間及び防音防災フード区間の検討 
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 イ．新形式高架橋 

当社が技術開発を行った新形式高架橋は、形状に新規性があり斬新なイメージの創出に

繋がるとともに、桁厚と橋脚幅が小さく圧迫感が小さいことから、住居地域も含め積極的

に適用していくこととした。新形式高架橋のイメージを、図 17-1-8、図 17-1-9 に示す。

防音防災フード及び橋側歩道について、桁式高架橋との連続性の観点から桁式高架橋の検

討結果を適用した。一方、新形式高架橋独自の検討として煩雑性の軽減の観点から、橋脚

の幅を厚くして線路方向の中間梁を不要とする検討を行った。新形式高架橋の中間梁の有

無に関する比較検討を、図 17-1-10 に示す。防音壁部においては排水管について主な視点

から見えない側の窪みに配置することとした。また、桁式高架橋との境界部においては、

なめらかに擦り付ける案、橋脚形状を変更する案を比較検討し、両側からの構造の連続性

に配慮しつつ橋脚形状をより近い距離にある新形式高架橋に合せた形状とすることで自然

な形で構造の変化点を表現する形状とした。新形式高架橋と桁式高架橋の境界部に関する

比較検討を、図 17-1-11 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-8 新形式高架橋（防音防災フード部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-9 新形式高架橋（防音壁部） 
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図 17-1-10 新形式高架橋の中間梁の有無に関する比較検討 

 

 

図 17-1-11 新形式高架橋と桁式高架橋の境界部に関する比較検討 
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 3) 長大橋梁の設計検討 

長大橋梁については、景観上の重要な箇所であり、景観の創出の観点から長大橋梁を視対

象とした視点場を必要に応じて設定するとともに、下記の構造要件、交差条件、及び一般高

架橋における検討結果を踏まえ基本案を策定した。 

 

【構造要件】 

 ・桁端部の遊間を抑え、推進力を確保するため、桁長は一定以下に抑える。 

  そのため、桁の伸縮の大きい鋼橋については、単径間に限られる。 

 ・たわみ制限が厳しいため、剛性の高い構造形式とする必要がある。 

 ・斜角の桁の採用はガイドウェイやコイルの配置の関係から不可能である。 

 

作成した基本案に対して、専門家のご意見を踏まえ検討を進め、下記の点について改善を

図った。煩雑な印象を与える異種構造物とのデザイン的統合を図る観点に加えて「長大橋梁

の側径間部も含めた径間のバランス」、「橋脚と桁のバランス」、及び「全体的な重量感の

軽減」に配慮した。検討を行った橋梁についてのフォトモンタージュを図 17-1-12～図 

17-1-20 に示す。また、岐阜県内において特に重点的に検討を行った第 2 木曽川橋梁、久々

利高架橋についての検討内容を図 17-1-21～図 17-1-24 に示す。なお、概略条件下で基本

事項を踏まえて検討したものであるため、最終的な形式及び形状等は今後の詳細検討や設計

を経て確定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-12 相模川橋梁 
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図 17-1-13 第 1 中央自動車道架道橋 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-14 笛吹川・濁川橋梁及び第 2 中央自動車道架道橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-15 新山梨環状道路架道橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-16 釜無川橋梁 
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図 17-1-17 中部横断道架道橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-18 早川橋梁 
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図 17-1-19 天竜川橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-20 松川橋梁 
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【第 2 木曽川橋梁】 

苗木城跡などの眺望点があるとともに、木曽川や恵那山との関係性など、特に景観上の配

慮が必要な箇所であることから、橋脚と桁との関係性、河川とスパンとの関係性、斜面と坑

口との関係性に着目し、検討を行った。 

まず、橋脚と桁との関係性については、接合部の桁の大きな面を分節し、垂直線を目立た

せるように、図 17-1-21 に示すとおり橋脚の線を桁上部まで延ばす形状とした。 

また、どの方向からみてもバランスよく見えるように全体的なスパンの検討を行い、当初

は図 17-1-22 に示すとおり、渡河部のみ 3 径間連続の橋梁として計画していたが、最終的

には全体を 4 径間連続として、スパンも中央スパンに対する側径スパンの比を 0.7～0.8 と

した。 

更に、西側（図 17-1-21～図 17-1-23 において左側）の坑口においては、大量の切土が

発生するとともに、苗木城跡側から見ると橋台が目立つため、 

・法面工の部分については、目立ちを抑えること 

・橋台部については、上部工の水平線との違いを明確にするため、縦の深いスリット等を

入れて差別化する。 

などの方向性を定めた。 
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図 17-1-21 橋脚と桁の取り付けの検討 

 

図 17-1-22 3 径間連続 PC ラーメン橋（当初案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-23 4 径間連続 PC ラーメン橋（最終案） 
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【久々利高架橋】 

広い田園地帯を通過するため、見通しの確保の観点からスパンの大きい桁式高架橋とする

とともに、橋梁全体のスパン割りが目立つことから、径間のバランスに配慮した。 

また、地形条件と線形の関係から切土や坑口の改変が大きくなる懸念があることから、施

工を工夫する方向性を定めた。 

 

 

図 17-1-24 久々利高架橋 
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(2) 環境影響評価の手法 

 1) 視点場の選定 

鉄道施設の可視領域を把握した上で主要な眺望点と日常的な視点場の選定方法について

検討を行い、選定のフローを作成し、第 8 章に記載した視点場を選定した。図 17-1-25 に

視点場の選定フローを示す。なお、高架橋及び橋梁に関わる視点場については有識者の意見

を踏まえ選定している。また、主要な眺望点の抽出範囲については、計画路線や構造物から、

熟視角（対象をハッキリと視認できる角度：約 1 度）による距離の範囲を基本に俯瞰・仰望

の別及び高さ等のスケールを考慮して視点場を選定した。一方、日常的な視点場の抽出範囲

については、視対象のディテールを判別できる距離を考慮するとともに、文献や既存事例等

を参考に 300～400m 以内を基本とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17-1-25 視点場の選定のフロー 
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 2) 岐阜県内の視点の選定過程 

地域ごとに景観計画、都市計画との関係性が分かる資料（図 17-1-26～図 17-1-30）を作

成し、これらを基に、委員のご意見を踏まえ視点を選定した。 

特に恵那市の視点については、恵那峡に通じる重要なエリアであるとのご意見があり、図 

17-1-28 の通り選定した。 

可児市内の対象事業実施区域及びその周囲における視点場の選定にあたっては、まず文献

調査として、「ZOOM UP 可児」（可児市商工観光課、可児市観光協会）、「いいとこ見つけ

た ～おでかけガイド 東濃及び周辺～」（平成 21 年、東濃信用金庫）、「可児市景観計

画」（可児市）を入手し、参考とした。また、地元自治体（可児市）に、地域のシンボルと

なるような景観資源や特徴、主要な眺望点などについてヒアリングを行ったが、既存の文献

以外に新たな情報はなかった。そこで、可児市久々利地区の地上区間については、その周囲

に位置する史跡等として、「八坂入彦命墓」（可児市指定史跡）があり、交通量の比較的多

い県道 84 号に面して案内看板や駐車スペースがあり、地域住民にとり身近な箇所と考えら

れることから、日常的な視点場として抽出し、調査地点及び予測地点とした。 

 

 

図 17-1-26 木曽川周辺の景観計画・都市計画と視点の関係(1) 
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図 17-1-27 木曽川周辺の景観計画・都市計画と視点の関係（2） 

 

図 17-1-28 駅、阿木川周辺の景観計画・都市計画と視点の関係 
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図 17-1-29 藤川周辺の景観計画・都市計画と視点の関係

 

図 17-1-30 大萱周辺の景観計画・都市計画と視点の関係 
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 3) 予測評価手法 

主要な眺望点及び日常的な視点場の予測評価手法について検討を行い下記の通りとした。 

 

 ア．主要な眺望点 

  ｱ) 視対象 

国及び自治体等の挙げている自然景観資源、並びに自治体の観光便覧等パンフレットよ

り抽出した景観資源を対象とする。 

  ｲ) 評価方法 

構造物は主要な眺望景観を変化させる要素として捉え、眺望の変化の程度及び地域景観

との調和を評価する。 

 

 イ．日常的な視点場 

  ｱ) 視対象 

日常的な視点場の周辺自体が景観特性をもつため、視点場周辺を視対象とする。 

  ｲ) 評価方法 

構造物は景観構成要素に含まれるものとして捉え、地域景観との調和及び圧迫感の程度

を主として評価する。 
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17-2 駅部の景観について 

駅部の景観は、自治体との協議及び自治体側で行う駅前広場の整備によって景観が大きく

変わることから予測の対象外としている。 

参考として、駅予定位置と恵那山を同時に眺めることができる千旦林川近傍からの現況の

眺望状況と高架橋及び駅の概ねの高さ及び現時点で想定する駅の構造等を図 17-2-1 に示す。 



環 17-2-2 

 

駅付近の眺望のイメージ図 

※駅の設置範囲詳細は、今後の自治体との協議等を踏まえて決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜断面イメージ＞ ＜斜め上方からの透視図＞ 

＜斜めからの外観透視図＞ 

約 20～30m 

副本線 副本線 本線 ホーム ホーム 

階段、エレベータ、 

エスカレータ 

入出場口・改札設備・旅客トイレ 

約 250m 

回送線 

地上約 20～30m

図 17-2-1 駅付近の眺望のイメージ及び駅の構造等 




